
庁 議
日時：８月２１日（月）ＡＭ９：００ ＜庁議室＞
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【市長挨拶】

【協議事項】

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 産業環境部長

【連絡事項】

１ 「くらしの手続きガイド」運用開始について 企画部長

【その他】

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆９月１日（金）ＰＭ１：３０～ ＜庁議室＞案件名報告：８月２２日（火）PM5:00
資料提出：８月２５日（金）PM5:00



８月 ２１日 庁議提出案件 資料No. １
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

産業環境部長 氏名 井上恵美子 内線（TEL）２６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

公用車運転中に発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告

するものです。

【 概 要 】

１ 公用車運転中に発生した事故による損害賠償表

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認しました。

３ 損害賠償の支払い

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 一般総合自動車保険にて対応しました。

４ その他

地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和５年９月委員会協議会あてに報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 産業環境部 環境対策課 公害対策係 内線2652 47-1893（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

専決処分日
損害賠償額

（損害額）

過失

割合
事故概要

1 令和5年7月20日
176,132円

（176,132円）
10割

みどり市笠懸町阿左美地内で令和

5年5月23日発生。公用車走行中、

相手方車両が人を避けようとして

急ブレーキで停止したため、減速

し停止しようとしたが、間に合わ

ず相手方車両後方部に衝突しこれ

を損傷させたことにより、その所

有者である相手方に損害を与えた

ものです。



 ８ 月 ２１ 日 庁議提出案件           資料No.１  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（記者会見後） 】 

 

               企画部長 氏名 高橋 亮  内線 ２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇ 

 

【 表 題 】 

 「くらしの手続きガイド」運用開始について 

 

【 目 的 】 

 デジタル技術を活用した「くらしの手続きガイド」の運用開始を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １．システム概要 

  市公式ウェブやＬＩＮＥから簡単な質問に答えてライフイベントごとの手続きや持ち物

を確認できるシステムを導入します。これにより、書類不足による再来庁の減少により住民

の利便性が向上し、問合せ回数減少により職員の業務効率化の効果が期待できます。これは、

富岡市に続き県内２例目となり、本事業は総務省「デジタル田園都市国家構想交付金」を活

用して構築したデジタル技術活用の取組です。 

 

 ２．開始時期   令和５年９月１日 ８：３０～ 

 

 ３．構築事業者  ㈱グラファー 

 

 ４．事業費    １,７９６,３００円 (令和５年度分） 

 

 ５．使用方法   別紙資料のとおり（市公式ウェブ、ＬＩＮＥ、ＱＲコードから使用） 

 

 ６．対象手続き 

  ・当初 「転入」、「転出」、「転居」 

・今後 「出生」、「死亡」、「結婚」、「離婚」、「氏名変更」 

外国語対応（英語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語) 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 企画部 情報管理課 ＤＸ推進係 ０２７６-４７-１８１４ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


